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漆
紙
文
書
の
再
発
見

本
文
書
は
、
土
師
器
杯
に
付

着
し
た
計
帳
様
文
書
の
断
簡
で
、

漆
が
付
い
た
状
態
な
ら
土
中
で

も
紙
が
遺
存
す
る
こ
と
を
示
し

た
最
初
の
文
書
で
あ
る
。　
一
九

七
三
年
に
城
内
の
金
堀
地
区
Ｓ

Ｋ
五
三
〇
土
坑
か
ら
出
土
し
た

も
の
で
、
肉
眼
で
は
つ
き
り
読

み
取
れ
る
端
正
な
文
字
、
計
帳

と
い
う
内
容
の
見
事
さ
は
、
そ

れ
が
紙
に
書
か
れ
た
文
書
で
あ

る
こ
と
を
雄
弁
に
語

っ
て
い
た
。

そ
の
こ
と
は
周
囲
を
驚
か
せ
る
と
同
時
に
、
紙
の
文
書
が
以
後
も
発
掘
さ
れ

う
る
期
待
を
も
た
ら
し
、
や
が
て
現
実
と
な

っ
た
。
漆
紙
文
書
発
見
の
経
緯

を
述
べ
る
際
に
引
か
れ
る
こ
と
の
多
い
断
簡
で
あ
り
、
多
賀
城
を
代
表
す
る

よ
く
知
ら
れ
た
漆
紙
文
書
で
も
あ
ろ
う
。

以
来
、
本
断
簡
は
大
切
に
保
管
さ
れ
て
お
り
、
端
正
な
筆
致
で
書
か
れ
た

文
字
は
三
〇
余
年
を
経
た
今
も
肉
眼
で
明
瞭
に
視
認
で
き
る
。

二
〇
〇
五
年
九
月
、
本
断
簡
に
関
す
る
新
し
い
事
実
が
判
明
し
た
。
計
帳

の
裏
面
に
も
文
書
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
発
見
の
契
機
と
な

っ
た
の
は
、

奈
良
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
資
料
館
主
催
の
企
画
展

「う
ず
も
れ
た
古
文
書
―

み
や
こ
の
漆
紙
文
書
の
世
界
―
」
で
の
パ
ネ
ル
展
示
に
伴
う
デ
ジ
タ
ル
写
真

撮
影
で
あ
る
。
撮
影
に
来
ら
れ
た
方
々
に
よ
り
、
水
に
濡
ら
し
た
状
態
に
す

る
と
、
ウ
ル
シ
面
の
文
書
が
浮
き
上
が
っ
て
見
え
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

文
字
は
赤
外
線
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
の
モ
ニ
タ
ー
に
鮮
や
か
に
映
り
、
東
北
歴
史

博
物
館
の
写
真
室
は
新
発
見
の
興
奮
に
包
ま
れ
た
。
釈
文
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

〔百
力
〕

×
□
六
十

一
束
人
把
五
×

一
千

一
百

十
三
束

一
把
七
分

×
百
四
東

一
把

七

分

　

加
挙

〔
一
カ
〕

□

千

〓
一百
九
十
人
束
六
把
三
分

×
百
九
十
三
束

六
把
三
分

×
百
八
十
二
束
〔酢
肥
□
分

稲
東
数
の
記
載
と

「加
挙
」
の
語
句
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
出
挙
に
関
わ
る

帳
簿
様
の
文
書
と
み
ら
れ
る
。
二

・
三
行
目
と
四

・
五
行
目
の
端
数
の
一
致

か
ら
み
て
二
行

一
組
で
、
前
行
に
何
ら
か
の
単
位
別
の
総
量
、
後
行
に
そ
の

う
ち
の
加
挙
分
の
数
量
を
抜
き
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

体
裁
は
オ
モ
テ
面
の
計
帳
に
比
べ
て
粗
雑
で
、
筆
も
太
い
。
界
線
は
な
く
、
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四

・
五
行
日
が
計
帳
の
行
間
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
計
帳
側
の
文
字
や

界
線
を
利
用
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
計
帳
の
裏
面
を
用
い
た

文
書
と
断
定
で
き
、
出
挙
関
係
に
限
ら
ず
、
国
行
に
お
け
る
文
書
の
二
次
利

用
の
仕
方
や
帳
簿
の
処
理

・
作
成
過
程
を
検
討
す
る
史
料
と
も
な
り
う
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
断
簡
は
三
度
に
わ
た
っ
て
関
係
者
を
驚
か
せ
た
が
、
同
時

に
教
訓
も
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

出
土
当
時
、
本
断
簡
は
計
帳
と
し
て
の
文
字

・
内
容
の
見
事
さ
か
ら
紙
の

文
書
と
認
識
さ
れ
た
が
、
漆

・
土
器
を
含
め
た
遺
物
そ
の
も
の
の
検
討

・
解

明
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
よ
り
前
に
出
土
し
て
い
た
謎
の
皮
製

品

（漆
紙
文
書
）
に
は
追
求
が
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
が
回
顧
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
を
含
め
て
遺
物
と
し
て
の
裏
づ
け
を
得
た
漆
紙
文
書
が
公
表
さ
れ
る

に
は
、
な
お
若
千
の
時
日
を
要
し
た

（
一
九
七
八
年
）。

そ
し
て
今
回
の
発
見
で
あ
る
。
水
に
濡
ら
し
て
観
察
す
る
手
法
は
、
謎
の

皮
製
品
の
解
読
時
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
史
料
発
見
上
の
重
要

遺
物
と
も
な
っ
た
本
断
簡
で
は
、
改
め
て
調
査
す
る
機
会
が
失
わ
れ
、
漆
紙

文
書
の
公
表
後
も
あ
え
て
そ
の
手
法
で
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

本
断
簡
は
、
遺
物
自
体
の
検
討
の
重
要
性
、
様
々
な
手
法
を
尽
く
し
て
常

に
最
適
な
手
法
を
見
出
し
な
が
ら
解
読
を
す
る
大
切
さ
を
促
し
て
い
る
。
そ

う
し
た
こ
と
は
、
新
た
な
出
土
史
料
は
勿
論
、
既
報
告
の
も
の
で
も
機
会
に

応
じ
て
可
能
な
範
囲
で
続
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

関
係
文
献

宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所

『多
賀
城
漆
紙
文
書
』
全

九
七
九
年
）

同

『宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
年
報
　
一
一〇
〇
六
』
０
一〇
〇
七
年
）

（吉
野
　
武

〈宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
》

新たに発見された

出挙に関わるとみられる帳簿様文書 (反転)




